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ついて 
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議    長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第８回総会を開催いたしま

す。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、鳥丸委員、鳩宿委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １３件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、１５年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号５号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号６号、農業廃止、新規就農、所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、新規の農地所有適格法人になります。 

法人が農地取得する場合には、農地法第２条第３項に規定されている要件を全

て満たす必要がありますが、今回、事前に調査を行い、要件を満たしていること

を確認しております。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この２件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、従来より本市において営農経験が

あることから、新規就農には該当しません。 

以上です。 
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議 長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明します。 

譲受人は現在、経営農地はありませんが、２０年以上の耕作経験があることか

ら、新規就農には該当しません。 

番号１１号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明します。 

譲受人は現在、経営農地はありませんが、１０年以上の耕作経験があることか

ら、新規就農には該当しません。 

番号１２号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「１６番委員」挙手あり〕 

 

はい、１６番委員どうぞ。 

 

 

１ ６ 番 委 員 申請事由の中で、規模拡大や新規就農というのがありますが、昨今、農業委員

会、農業委員として、貸したい借りたいその他調査をしているのですが、規模拡

大というのは、私の周りにも少ないです。そういう中で、特に番号６については、

補足説明にもありましたが、組合法人を作って、新たにスタートするということ

で、我々農家にとってもありがたいことではないかなと思っております。番号３

の規模拡大と番号６の新規就農で、我々にとって参考になることがあれば教えて

いただきたいと思います。 
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谷 山 支 局 番号３につきましては、譲受人が申請地のすぐ横を耕作しておりまして、申請

地自体は荒廃農地になっている状況です。譲渡人は海外にいらっしゃるので、な

かなか管理することができないということがありまして、自分で取得して管理し

ていきたいということでした。 

 

伊 敷 支 局 番号６の法人につきましては、以前、南さつま市や南九州市の方で、農業して

いましたが、しばらくその業をしておらず、休業状態でした。今回新たに農業を

始めるということで、新たに農地所有適格法人としての要件を備えたうえで、農

地を取得して、農業を始めるということでした。 

 

１ ６ 番 委 員 わかりました。 

 

３ 番 委 員 番号６の法人は、以前、郡山でも活動していた。今後とも、しっかり活動の状

況を見届けていくことが大事だと思います。 

 

議 長 伊敷地区の方は、定期的に訪問等していただくようお願いします。 

 

伊 敷 支 局 わかりました。 

 

１ １ 番 委 員 番号８、９で、譲受人の方が、市内で２０年経験があるということでした。新

規就農として認められたり、経験があるから新規就農ではないという、その違い

を教えてください。 

 

事 務 局 全く農業経験がない方が、今回３条申請を出されたというのは、新規就農とし

て扱っています。農地を取得するのは今回初めてだけど、親の手伝いをずっとし

ていたとか、しばらく休んでいたけど、農業経験はある、未経験でない人は、新

規就農として扱わないという区別をしています。 

 

１ １ 番 委 員 わかりました。 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可

申請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。 

 

ここで、本日は傍聴者が１名いらっしゃいますのでご報告いたします。 

傍聴人におかれましては、鹿児島市農業委員会会議規程第１１条の規定に基づ

き、定められた場所で傍聴し、議長の指示に従っていただきますようお願いしま

す。 

審議に戻ります。 
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ ２件 

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟５４．２４㎡、庭敷地等２４５．７6㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…宅地、本人畑、南…本人畑、北…私

道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を昭和５３年ごろから駐車場として

使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、住家１棟８９．５０㎡、庭敷地等３４２．５０㎡、東…本人畑、他

人畑、西…他人畑、南…本人畑、県道、北…本人畑、宅地、境界…ブロック積、

雨水…県道側溝 汚水…合併浄化槽。 

この件について補足説明します。  

申請地は転用許可を受けないままで、すでに整地及び進入路をアスファルト舗

装していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない

こと、今後は、このようなことがないよう指導しました。  

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可

申請に関する件」２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 
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議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

６ページ～９ページ １４件 

議    長 次に、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟８２．７９㎡、庭敷地等２３８．２１㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東・南…貸人畑、西…農道、北…他人畑、境界…ブ

ロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：使用貸借権。 

番号２号、建売住宅２棟１９１．２８㎡、庭敷地等２８７．７２㎡、東・西…

他人田、南…農道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、宅地分譲２区画４９０．０７㎡、東…水路、西…河川管理道路、南

…宅地、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は道路に接していませんが、東側の水路に蓋をして出入りします。 

番号４号、住家１棟１１０．１３㎡、庭敷地等３４５．８７㎡、東…宅地、西

…水路、宅地、南…他人田、北…農道、宅地、境界…ブロック積、雨水…農道側

溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。 

番号５号、住家１棟４８．２４㎡、庭敷地等４４６．７６㎡、東・西・南…渡

人畑、北…農道、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…農道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号６号、資材置場１９４．００㎡、転回場等１００．００㎡、東・北…市管

理道路、西…雑種地、南…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権

移転、売買。 

番号７号、宅地分譲１区画３３１．００㎡、東…宅地、渡人畑、西…宅地、南

…雑種地、北…市道、渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和５年から通路として使用して

いたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

 転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号８号、宅地分譲１区画３６０．００㎡、東・西・北…宅地、南…農道、境

界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号９号、宅地分譲２区画４３０．００㎡、東・南…市道、西…雑種地、北…

宅地、雑種地、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１番委員お願いします。 
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１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、材木保管場所６００．００㎡、転回場等６７７．００㎡、東…他

人田、西…県道、南…水路、北…農道、境界…防護柵、雨水…自然流下、賃貸借

権。 

この件について補足して説明します。 

借人は県外で林業を営んでいる法人で、申請地近くで伐採を請負って、申請地

を材木保管場所及びトラック転回場として使用するものです。 

なお、申請地の農地区分は「農用地区域内農地」であるため、転用は原則不許

可ですが、不許可の例外である「一時転用」にあたるため、転用はやむを得ない

と判断いたしました。転用期間終了後は元の農地へ復元することとなります。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、住家１棟８８．１９㎡、庭敷地等３３１．８１㎡、東…他人畑、

宅地、西・北…宅地、南…水路、別件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…水

路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１２号、通路７８．４３㎡、東・西…私道、南…渡人畑、北…別件５条申

請地、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、所有権移転、売買。 

番号１３号、貸駐車場１００．００㎡、通路等３１２．３６㎡、東…市道、西・

南・北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１４号、工事車両置場６５５．００㎡、東…市道、西・南・北…宅地、境

界…土留、雨水…自然流下、賃貸借権。 

この件について補足説明します。  

借り人は申請地近くで製茶業を営んでいる法人で、工場の工事をするため、工

事車両の置場に使用するものです。 

申請地は、転用許可を受けないままですでに整地を行っていたことから、今回

始末書添付のうえ申請されたものです。 

申請人には、転用を行う場合は農地法の許可を受けなければならないことと、

今後このようなことのないよう指導いたしました。 

なお、申請地の農地区分は「農用地区域内農地」であるため、転用は原則不許

可ですが、不許可の例外である「一時転用」にあたるものです。 

転用期間終了後は元の農地へ復元することとなります。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１０、１４号は、農用地区域内農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該

当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

 

〔「３番委員」挙手あり〕 

 

はい、３番委員どうぞ。 

 

 

３ 番 委 員 番号５ですが、周囲の状況で東・北が市管理道路となっておりますが、市道と

は違うのでしょうか。 

 

谷 山 支 局 ここの申請地は、五ヶ別府町の細田口の清掃工場の埋め立て地になります。そ

こが換地処分で畑で所有者に返されたのですが、そこの道に関しては、市道認定

はされてなくて、市の土地という状況であります。それで、こういう表現をさせ

ていただきました。 

 

３ 番 委 員 わかりました。 

 

１ ６ 番 委 員 今回の第５条許可申請は、谷山が大半を占めておりますが、その中で、備考欄

に都市計画法第４３条と書いてあります。旧５町にはこれに該当するものはない

わけです。市街化調整区域内の開発行為を伴わない建築許可を定めるもので、原

則的に建築が禁止されている区域だと思うのですが、都市計画法第４３条の許可

の主な条件等を教えてください。 

 

谷 山 支 局 都市計画法第４３条の許可というのは、農業委員会では行っておりません。担

当は土地利用調整課になりますので、そちらに確認をとりまして、後日委員の方

には、資料をお渡ししたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

１ ６ 番 委 員 わかりました。 
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議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可

申請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。 

但し、農用地区域内農地である番号１０、１４号につきましては、「県農業会

議」に意見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付する

ことといたします。 

 

 

議題４．非農地認定に関する件 

１０ページ～１４ページ １４件 

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：住家１棟、５７年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：倉庫１棟、約６０年経過、現況宅地。 

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：工場１棟、３９年経過、現況宅地。 

番号５号、調査結果：住家１棟、４６年経過、現況宅地。 

番号６号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号８号、調査結果：倉庫１棟、２９年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 



 - 9 -  

 
 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、調査結果：２８９９－４：通路として約３５年経過、現況道路。 

２９１２－１：住家１棟、３７年経過、現況宅地。 

番号１０号、調査結果：住家１棟、３１年経過、現況宅地。 

番号１１号、調査結果：店舗１棟、１９年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、車庫１棟、２４年経過、現況宅地。 

番号１３号、唐竹・真竹自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、唐竹・コサン竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関す

る件」１４件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題５．相続税の納税猶予に関する件 

１５ページ～１６ページ ２件 

議    長 次に、議題５．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 １５ページをお開きください。 

相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。 

相続税の納税猶予とは、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０

年間営農の継続を行っている場合に、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予

する制度であります。 

この制度を受けようとする相続人は、相続税の申告期限から３年目ごとに、引

き続きこの特例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出する必要があります

が、その際に農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている証明書」を

添付することになっております。 

今回、２件の申請があり、令和７年１０月１５日に、１５番委員、私、事務局

職員２名の計４名で現地を調査いたしましたので、その結果についてご説明いた

します。 

はじめに、番号１についてですが、相続開始年月日は、平成１９年１月２０日、

今回が７回目の発行でございます。 

特例適用農地１から３は続き地であり、ビニールハウス５棟に、三つ葉、フリ

ルレタス、イチゴ作付中でございました。 

特例適用農地４は、硬質ハウス２連棟１棟に、キュウリ作付中でございました。 

１６ページをお開きください。 

次に、番号２についてですが、相続開始年月日は、平成１９年２月１６日、今

回が７回目の発行でございます。 

特例適用農地１から２は続き地であり、サツマイモ、ジャガイモ、カボチャ、

ブロッコリー、ネギ、サトイモ作付中でございました。 

特例適用農地３は、カボチャ、ネギ作付中、カブ作付予定とのことでした。 

したがいまして、番号１、２の各特例適用農地において、申請者が農業経営を

行っていることを確認しましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明

書」の発行については、支障がないものと判断したところでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「相続税の納税猶予

に関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

 

議題６．農用地利用集積等促進計画に関する件 

別冊資料２ ９件 

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」を審議します。別冊

資料２です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」について説明します。 

別冊資料２をご覧ください。 

令和７年１２月３１日から貸付予定の農地になります。 

今回は、一括契約が８件、受け手変更が１件でございます、 

１ページから２ページをご覧ください。 

一括契約は、賃貸借権１５筆、１０，０１８．００㎡、 

使用貸借権５筆、３，６０４．００㎡、合計８件、２０筆、１３，６２２.００㎡

となっております。 

次に３ページをご覧ください。 

この一覧表に載っている農地は、農地バンクと契約をしていた耕作者が農地バ

ンクと合意解約の手続きを行い、残期間につきまして、令和７年１２月１日から

新たな耕作者に貸付予定の農地になります。 

出し手については、農地バンクに資料は既に提出しており、再提出の必要がな

いため、出し手の資料は添付しておりません。 

賃貸借権１件、５筆、７，７６２.００㎡となっております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、４ページから

３３ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積等

促進計画に関する件」９件につきましては、原案どおり承認することに決定いた

します。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ １件 

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料３です。 

それでは、松元、９番委員お願いします。 
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９ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、車両及び資材置場 

４．現況、申出地は、四元町松原地区にあり、松元支所から南南東へ約３．３

ｋｍに位置し、東・西側は里道、南側は他人畑、北側は市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備

計画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、

承認することに決定いたします。 

 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

１７ページ～２１ページ ５件 

議 長 次に、報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 

 

報告します。１７ページです。 

照会日：令和７年９月１１日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年９月３０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、１８ページです。 

照会日：令和７年１０月６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１０月１７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、１９ページです。 

照会日：令和７年１０月６日、現況：不明、調査結果：該地は市街化調整区域

内にあり、所在不明である。 

処理状況：令和７年１０月１７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 

 

報告します。２０ページです。 

照会日：令和７年９月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１０月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 

 

報告します。２１ページです。 

照会日：令和７年９月２５日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めがある都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１０月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．国土利用計画法による届出土地に関する調書について 

２２ページ １件 

議 長 次に、報告事項２「国土利用計画法による届出・土地に関する調書について」 

それでは、郡山支局お願いします。 
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郡 山 支 局 ２２ページをお開きください。 

今回の届出の面積は９，５５３．１９㎡で、国土利用計画法の届出要件、都市

計画区域５，０００㎡以上のため、土地利用調整課へ９月２５日に提出されまし

た。利用目的は、すべて現況利用となっております。 

申請地に農地が含まれていたところから、農業委員会事務局に意見を求められ、

回答したものです。 

譲受人からは、９月３０日にこの農地の現況利用について相談を受けておりま

す。 

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在は記載のとおりであり、地目別面積は畑１，４９２．００㎡です。 

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、第２種農地その他の農地です。 

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが、農業振興地域内で農用地区域外です。 

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は農地が含まれていますの

で、転用の際は農地法に基づく許可が必要となります。ただし、譲受人は農地と

して利用するため、農地法第３条の許可申請の提出予定であるとのことです。」と

土地利用調整課へ１０月９日に回答したところです。 

以上で報告を終わります。 

 

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

２３ページ～２５ページ １１件 

４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

２６ページ～３１ページ １４件 

５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

３２ページ～３４ページ ６件 

６．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

３５ページ～４２ページ １１件 

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項６「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

２３ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、 

農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。 

登記地目別では、田１５筆、１２，６４６．００㎡、畑４１筆、 

３２，６５３．７９㎡、合計５６筆、４５，２９９．７９㎡となっております。

取得した事由別数は、相続が１１件、権利の種別は、所有権が１１件。農業委員

会によるあっせん等は、有が２件、無が９件となっております。 

２４ページから２５ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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事 務 局 

 

 

次に、２６ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、上から順に共同住宅が１件、駐車場が１件、

合計２件となっております。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が６件、資材置場が３件、店舗等が１件、

その他が２件、合計１２件となっております。 

２７ページは４条関係２件、２８ページから３１ページは５条関係１２件の内

容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３２ページから３４ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

谷山地区で６件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３５ページをお開き下さい。 

報告事項６ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に関する件」として、審議いただ

いた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権２件、６筆、５，８２９．００㎡、使用貸借権９件、１５筆、 

１２，７２３．００㎡、合計１１件、２１筆、１８，５５２．００㎡です。 

３６ページから４２ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 

別冊資料４ １３５件 

７．農地パトロールの結果について 

別冊資料５ 

議 長 次次に、報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関

する報告について」別冊資料４、 

報告事項７「農地パトロールの結果について」別冊資料５です。 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料４ご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１３５筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。 

実施結果に基づきまして、備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付しておりま

す。関係部署については総会終了後に通知する予定です。内容につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

別冊資料５です。８月から９月に実施しました農地パトロールの結果の報告で

ございます。 

１ページ、２ページが、農地パトロールの結果で、無断転用はなしという報告

をされております。 

３ページ、５ページにつきましては、農地利用変更届出の案件につきまして、

現地確認をしていただいております。 

報告内容については、お目通しください。 

以上です。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時５０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和７年度第９回総会（月例）開催日時は、 

１１月２６日（水）午前１０時開会 

教育総合センター２階 女性会館 

 

総会終了後、県外視察研修の説明を開始いたします。 

研修参加者予定者の皆様は、引き続き、この会場でお待ちください。 

準備が整い次第開始いたします。 

 

 


